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 平成 19 年度は中期計画の３年目・中間年にあたり、中期目標・中期計画の達成に向けて節目となる年であります。19 年度は中間年であること

から、中期計画の達成に向けた「課題の発見と解決」を意識するとともに、「魅力ある横浜市大づくり」に向かって取組みを行ってまいりました。 
 

「学生中心」という大学の基本方針に基づき、学生の視点に立った支援体制の改善を行うべく、教育面において 19 年度も昨年度に引き続き様々

な取組を行いました。 

学部教育においては、学生自身が課題を発見し解決していく力を育成すべく、中期目標で掲げた教育の成果に関する目標「幅広い教養と専門能

力の育成」を着実に達成するため、その達成度の確認を行いながら教育課程、方法、環境整備等様々な修正・改善に努めました。中でも、プラク

ティカルイングリッシュでは、18 年度末に進級条件を満たせなかった 2 年次生に対し、応急処置として仮進級を実施し、19 年度は留年問題の解

決と英語教育の充実に向け、プラクティカルイングリッシュセンターを開設。カウンセリング強化や少人数教育、e-learning などを行って学生サ

ポートの充実に力をいれたところ、結果として全体の約 8 割の学生が進級することができました。 

大学院教育においては、「国際社会に貢献できる高度な専門的知識を有する研究者の育成」を目指し、新プログラムの導入やコースの新設、外

部研究機関との連携大学院協定の締結など、研究教育体制整備を推進しました。また、大学院改革プロジェクトを立ち上げ、各研究科の大学院改

組や看護大学院の新設に向けた調査・検討を実施いたしました。医学分野では、文部科学省の教育支援プログラムを推進して学生の自主的活動を

支援しながら地域貢献の重要性について意識付けなどを行ったほか、「がんプロフェッショナル養成プラン（文部科学省）」の採択を受け、次年度

からの本格実施に向けて、教育研修プログラムの検討や外部研究機関との調整を進め、準備を行いました。 

  

研究面においては、19 年度も積極的な外部資金獲得へ向け、国等の大型プロジェクトへの申請・採択や企業等との共同研究等を推進し、文部科

学省や農林水産省などの大型プロジェクトを獲得いたしました。さらに、横浜市の中期計画にも整備が重点事業して掲げられている、「がん対策

の推進」の実現を目的とした「先端医科学研究センター」ではバイオバンク部に続き研究開発部及び研究推進部を立ち上げ、研究の支援・促進・

研究成果の創出、社会への発表・還元という一連の流れが確立いたしました。 

また、研究費の不正使用防止に向けた管理・監査体制を強化するのと同時に、既存の倫理委員会に加え利益相反委員会を新設し、研究成果をよ

り適切に社会へ還元してくための大学としてのマネジメント体制を整備いたしました。 
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国際化に向けた取組としては、19 年度は海外協定校等の学生と共に英語で学べる短期サマープログラムの開講や、国際交流ラウンジや海外オフ

ィスの開所など、国際教養大学としての取組を行いました。海外協定校で受講した講義の単位認定や学部カリキュラム全体の国際化へ向けた見直

しについては検討を行いましたが、具体的な改善までは至らず、今後の課題として 20 年度以降も引き続き検討を重ねてまいります。  

 

附属 2 病院においては、中期目標である「安全な医療の提供」、「健全な病院経営の確立」、「患者本位の医療サービスの向上と地域医療への貢献」、

「高度・先進医療の推進」、「良質な医療人の育成」という 5 つの大きな目標を達成するため、様々な計画を策定し、その実現に取り組みました。 

附属病院においては、「安全で質の高い医療の提供」を基本として病院運営を推進し、看護師確保対策を講じながら７対１看護基準の取得・維

持、平均在院日数の短縮等により診療収入の増収を図りました。医療の安全や質の向上等を目指した電子カルテ整備も順調に進捗しており、地域

医療従事者を対象としたカンファレンスを実施する等、地域医療連携も着実に推進しています。また、トランスレーショナルリサーチの推進や、

開発型医療の実現に向けて先端医科学研究センターへの協力・支援を行うなど、医学部・医学研究科との連携も図って高度・先進医療を推進して

おります。厚生労働省から「地域がん診療連携拠点病院」として指定され、がん治療の充実にも継続的に取組みました。小児科・産婦人科等の医

師不足問題については、診療科の長期専門医研修プログラムを策定したほか、研修医の育成においても、大学病院として専門性の高い医療環境の

中で、医療安全やチーム医療を学ぶとともに、プライマリ・ケアに必要な基本的臨床能力を修得できるよう研修プログラムの改善を行いました。 

市民総合医療センターでは、幅広い分野の３次救急機能と地域の医療機関との密接な連携を進める地域医療を支援する病院として、災害医療拠

点病院として発災時に十分に機能を発揮できるよう災害訓練の充実を図るほか、地震以外の災害に対しても横浜救急医療チームへ参加するなど、

災害への対応力を着実に強化しました。また、総合周産期母子医療センターの設置をはじめとした診療科再編などの取組により、診療収入の大幅

な増収が図られ、支出の面についても診療材料費の適正化に向けて民間会社と提携するなど、健全な病院経営の確立に向けて新しい試みをはじめ

ました。医療人の育成面では「歯科・口腔外科・矯正歯科卒後臨床研修プログラム」が認可され、より幅の広い研修プログラムを実施します。 

 

大学運営においては、さらなる効率性、合理性を目指し、自己収入の拡大、決算処理の迅速化、経費節減への取組、施設設備の適切管理などの
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改善を行いました。 

さらには社会のニーズに対応すべく、市民向けに「財務レポート」を作成し、わかりやすく大学の財務状況を公表したほか、格付け取得や大学

の地域への経済効果を定量的に把握するための調査を実施し公表するなど、経営情報の公開も行いました。 

 人事面においては、教員の業績や目標の達成状況など、公正に客観性を持って評価し、年俸や任期の更新に活かすべく、教員評価制度を導入し、

実施いたしました。しかしながら、20 年度の年俸に教員評価を反映させるまでには至らず、21 年度に実現できるよう、今後とも引き続き推進し

てまいります。 
内部監査機能の充実として、監事、会計監査人及び内部監査委員による「監査連絡調整会議」で策定した監査計画に基づくとともに、相互の監

査実施状況を踏まえ、19 年度については財務的なテーマに重点を置いて内部監査を実施しいたしました。また、コンプライアンス推進体制につい

ては委員会を設置・稼働するとともに、外部講師による法人内研修等を行い、教職員に対する意識付けを行いました。 
なお、医学研究科博士課程において「学位論文審査に関する謝礼授受」の問題が発覚し、事実関係を調査するとともに、問題解決に向けた取組

を行うべく、対策委員会を設置いたしました。今後はより客観的な学位論文審査が行われるよう体制を整え、今回のような問題が二度と起こらな

いよう、再発防止策を策定するとともに、コンプライアンス推進体制の更なる改善に努めてまいります。 
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平成１９年度公立大学法人横浜市立大学の年度計画における業務の実績報告書（案）                       

年度計画 （項目） 説   明 自己

評価 

理  由（＊） 特記事項 

Ⅰ 大学の運営に関する目標を達成するための取組  「教育重視」「学生中心」「地域貢献」という基本理念に則り、

本学は自主自立的な運営に努めるとともに、教育・研究のさら

なる推進・発展を通じて、市が有する意義ある大学となること

を目指している。 

年度計画を概ね順調に実施した。  

 大項目 

Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

36 145 16 0 197 
 

 「大学の運営に関する目標を達成するための取組」では、教

育、研究、学生支援という大学の根幹をなす業務に関する目標

を定めている。18年度において評価された取組を継続して実施

する一方、前年度の指摘事項を踏まえ、学内で課題の点検、改

善を進め、本学の魅力を創出すべく、多角的な視点から新たな

取組にも着手した。 

Ｂ 

１．教育の成果に関する目標を達成するための取組 年度計画を概ね順調に実施した。 中項目 新入生を中心として、前年度に引き続き共通教養教育を実施

するとともに、今年度は、教育内容につき学生の理解促進によ

る学習効果の向上を目指し、４月に新入生全体に対するオリエ

ンテーションを実施し、横浜市大の教育理念･目的を説明して学

習指導を行った。また、コース毎にカリキュラムや教員の研究

内容を記した冊子を作成・配布、説明会を開催し、ホームペー

ジにも公開して、コース選択の情報提供を十分に行うなど、学

生へのきめ細かい指導を行った。（Ｂ） 

（１）学部教育の成果に関する目標を達成するための 

具体的方策 

  【教育の成果】 

  【教育の成果・効果の検証】 

  【卒業後の進路】 

 

 

【国際総合科学部】学部改革プロジェクトの進行に合わせて、各

コースにおける中心科目、周辺科目、関連科目を整理し、学位

の種類とそれを取得するために必要な科目をまとめた履修基本

モデルを提示することで、カリキュラムの明確化・体系化を図

った。（Ａ）コースカリキュラムのさらなる充実のため、共通教

養長、各コース長からコース運営に関する改善改革計画の提出

を求め、現在報告書を作成中である。（Ｂ） 

Ｂ 

 Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

13 55 9 0 77 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・改善改革計画書の作成 

各コース長から報告書原案は提出

されているが、20年度前期に実施予

定の4年次生アンケート調査の結果

も踏まえ、報告書を完成させ、公表

する予定である。 

 

・TAによる効果及び改善 

TAの適切配置および並行講義の増

設によって、大人数講義および実験

実習に対する教育効果を高めた。 

1 



 また、学部・コース・教員別講義数、曜日・時限、受講者数、

試験受験者数、合格者数等のデータを分析し、教育効果を測る

とともに、ファカルティ・ディベロップメント（以下FDとする）

や教員評価のための資料を整えた。（Ｂ）新たな取組として、理

系においては化学と物理の教育体系の見直し及び教養と専門の

有機的連携を図るべくワーキングを発足させたほか、（Ａ）理系

各分野の第一人者による教室セミナーや、企業技術体験等を通

じて外部講師を招いた講演やインターンシップを実施し、学生

のキャリア形成に係る支援を行った。（Ｂ） 

さらに、横浜市教育委員会との協定に基づき、横浜サイエン

スフロンティア高校設立のためのカリキュラム検討、横浜商業

高校との連携による出前授業、公開授業、理系教育実習等を行

い、高大連携を進めた。（Ｂ）

講義毎の履修者数･講義内容（実験実習科目等）等の

把握により、ティーチング・アシスタント（以下TAと

する）の適正配置を行うとともに、TA配置に伴う前年度

の効果について報告を行い、TAの適切配置および並行講

義の増設によって、大人数講義および実験実習に対する

教育効果を高めた。（Ｂ） 

【医学部】医学科では、学生及び病棟実習カリキュラム委員会

の意向を踏まえ、専門科プログラムの延長等を柱とする新しい

プログラムを導入したほか、臨床の視点から基礎医学を学ぶ「病

態代謝生理学」の新設や、基礎から臨床医学への橋渡しの視点

から行う「臨床医科学入門」の開講準備を進めるなど、カリキ

ュラムの充実に取り組んだ。また、19年度よりシミュレーショ

ンセンターを本格的に運用し、実際の医療現場における学習効

率を高めるため、シミュレーターを用いた実技実習を行った。

（Ｂ）看護学科においては、感染管理にe-ラーニングを導入し、

演習では学生自身の実習内容を画像化して、映像を客観的に振

り返り、看護実践評価ができるシステムを構築した。こうした

学習環境の整備により、学生が得た知識や経験を自ら把握し、

評価するという自己学習の充実が図られた。（Ｂ） 

Ｂ 
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  文部科学省の教育支援プログラムを推進し、学園祭で学生自

らが企画したシンポジウムの実施や、地域の医療施設での臨地

実習など、地域貢献の重要性について意識付けを行った。 

 

   

   

  学生へのキャリア支援の一環として、入学式翌日にキャリア

ガイダンスを行った後、１年次生全員へのキャリア面談を計画

していたが、授業の履修等によって同じ時間帯を希望する学生

が多く、支援課の人員的にも全員への実施は不可能であった。

（Ｃ）しかし、キャリア支援講座、就職支援講座を通じて学生

全体の意識向上を図るとともに、面談を受ける前にネット上で

受検するキャリア発達支援検査を導入し、面談の中でその結果

を生かしながら効果的なアドバイスをするなどの対応は行っ

た。（Ａ） 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  医師・看護師等の国家試験対策としては成績不良者との面談

や、学生支援ワーキングでの試験に対する心構え・準備の説明

を行い、学生の自主的な対策の向上を促した。その結果、両国

家試験の合格率ともに前年度に続き高水準を維持することがで

きた。（Ｂ） 

 

   

   

   
Ｂ 

   

    

【国際総合科学研究科】大学院の使命である教育研究の専門性

の追求や、その成果の学外への明確な打ち出しをより一層推進

するため、平成18年度から大学院改革プロジェクトで研究科の

再編について議論を重ねてきた。その結果、

（２）大学院教育の成果に関する目標を達成するための具

体的方策 

新研究科の開設を平成21年4月に

延期することになったため、補助金

の増額は達成できなかった。今後は、

学生の国際会議への参加を引き続き

促すとともに、予算措置の一環とし

て外部資金の獲得が進むよう、支援

体制の構築等についても検討してい

く。 

 

 

     【教育の成果】 

国際総合科学研究    【教育の成果･効果の検証】  

科の理系分野を生命科学の視点から再編した生命ナノシステム   【修了後の進路等】 

研究科（仮称）、及び現行の経営科学専攻を再編した国際マネジ 

メント研究科（仮称）の21 年度の設置に向け、20 年度に本格 

的な準備に着手することとなった。 （Ａ）また、融合系研究科

については同プロジェクト内で検討を行ったが、設置準備には

至らなかったため、20 年度も引き続き設置に向けた検討を行

う。（C）プロジェクトで設置が決定された理系の新研究科では、

国際会議への参加の奨励を教育の国際化の一環として計画して

いたが、補助金増額等の確保は実施できなかった。（Ｃ） 

 

 

 

 

 
３ 



 経営科学専攻では、横浜銀行グループとの連携により、 

地元企業の経営者や次世代のビジネスリーダーを対象に、経

営・会計・会社法を中核とした教育プログラム「よこはま経営

塾」を開講し、卒業生や社会人、地元企業等の幅広いニーズに

対応することで、地域貢献を促した。（Ａ） 

 理系においては、グローバルに活躍する人材を育成するため、

国際トウモロコシ小麦改良センター（CIMMYT）と協定を締結し、

国際交流ネットワークの拡大を図った。（Ｂ）  

さらに、理系分野の新研究科設置を視野に入れ、理学専攻、

ナノ科学専攻において、NTT物性科学基礎研究所と教育研究活動

に関する協定を新たに結んだほか、理学専攻、バイオ科学専攻

では理研及び農業生物資源研究所と連携大学院協定を締結する

など、教育研究の質の向上を通じて、より高度な専門的知識を

有する人材を養成するための基盤を整えた。（Ａ）

 

【医学研究科】19年度においては、修士課程に臨床薬学コース

を新設したほか（Ｂ）、長年の懸案であった理化学研究所との連

携大学院の設置準備を進めた。（Ａ）また、同研究所、横浜国立

大学との研究面での連携協定を教育レベルにまで拡大し（Ａ）、

21 世紀COEプログラムや大学院イニシアチブプログラムを活用

して英語プレゼンテーション能力開発のための特別プログラム

を設けるなど、カリキュラムの充実により、教育・研究の質の

向上を図った。（Ｂ） 

一方で、修了者の進路データの収集方法や、保存方法に関す

る検討、就職説明会の実施、個別指導等、学生のキャリア支援

については、具体的な成果を残すことができなかった。（Ｃ） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務支援体制の整備が不充分であ

ったことや、20年度カリキュラムの

検討・改善による大学院教育の実体

化に優先的に取り組んだことが原因

し、学生や教職員への情報提供の効

率化、学生アンケートの実施方法に

関する検討、個別指導を含む学生へ

のキャリア支援については、具体的

な成果を残すに至らなかった。今後

は、電子メールで学生への連絡を行

うことや、ウェブ上に掲示板を設け

ること等を含め、対応のあり方を検

討していく。（Ｃ） 

 ４ 



２．教育内容等に関する目標を達成するための取組  「教育重視」「学生中心」という本学の基本理念を踏まえ、実

践的な国際教養を身につけた人材の育成を進めるため、19年度

において下記の取組を行った。 

新たな手法の取り入れや、全国区

を視野に入れた取組を通じて、入試

広報を拡充するなど、年度計画を概

ね順調に実施した。入試関連のイベ

ントにおいては、学外参加会場を増

設したことも功を奏し、19年度は地

方からの志願者も増加した。 

 

（１）学部教育の内容等に関する目標を達成するための具

体的方策 

Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

17 50 7 0 74 

 【入学者受入方針】 教育理念や共通教養を基盤としたカリキュラムなど、本学の

魅力や特長を最大限にアピールし、全国から優秀な学生を募る

べく、19年度も入試広報活動の充実に努めた。学科別・キャン

パス別に日程設定をしたオープンキャンパスの開催や、教員を

伴った推薦指定高校への訪問、北海道から沖縄まで国内を縦断

しての進学相談会への参加など、多様な機会をとらえた入試広

報を展開した。他にも、広報用ちらしの県内外及び予備校への

配布、オープンキャンパス参加者へのダイレクトメールの発信

等を通じて、広く受験生に情報提供を行うとともに、電車内吊

り用ポスターの制作・車内掲示も手がけるなど、交通機関を活

用した新たな大学・入試広報の手法を考案し、実践した。（Ｂ） 

《法人評価委員会の指摘事項》 

 【教育課程】 ・入試広報の充実、方法の改善と過

誤の根絶  【教育方法】 

【成績評価】 広報や入試方法の改善について 

 しかし、入試管理委員会規程の見

直しについては、関係者との調整が

十分行えず、見直しは実現しなかっ

た。今後、より実効性のある規程を

制定すべく、引き続き検討していく

が、他の役職と兼務になっているア

ドミッションズセンター長について

は、その重要性から、独立した役職

として位置づけることの可否につい

ても検討が必要である。（Ｃ） 

は左記のとおり年度計画に則っ 

  て順調に実施した。また、実務面 

 では細かな点で工夫を凝らした 

結果、本年度の入試すべてが過誤 

なく実施できた。 

 

・TA配置による効果や改善策に関す

る報告  課題となっていた特別入試の定員及び前期日程における文理

共通枠については、検討の結果、方向性が導き出され、21年度

入試から改正案に沿って実施される運びとなった。推薦指定校

の見直しや、入試制度別の成績追跡調査の実施、入試データの

分析も進み、21 年度の入試改革に向けた基盤整備を行った。

（Ｂ） 

コース長会議でTA、SAの最適配 

Ｂ 
置を検討し、コース会議を通じて 

また、看護学科の推薦入試につい

ては、21年度入試における導入に関

して議論を重ねてきたが、看護学系

大学院の設置に向けた業務にウェイ

トを置かざるを得ず、1 年見送りと

した。推薦入試に関しては、国際総

合科学部における推薦条件としての

英語能力基準の設定とあわせて、実

施に向けた具体的な取組が必要であ

る。（Ｃ） 

教員に趣旨を周知するとともに、 

前年度の担当学生の状況やTA、 

SAの導入効果について実績報告 

一方で、入試改革にあわせて21年度の導入を予定していた看

護学科の推薦入試については、看護学系大学院の設置業務にウ

ェイトが置かれたことから、1年見送ることとなった。（Ｃ） 

を行った。 

 

・FDの充実 

アドミッションズセンターにおける業務の効率化、合理化の

実現には、教職全体の役割分担と責任の明確化が必須であり、

入試管理委員会規程を見直すべく、同委員会に提案したが、規

程見直しには至らなかった。安全かつ確実な入試実施体制を構

築するためにも、今後大学の主要会議の中で、より実効性のあ

る規程制定に向け、引き続き検討を行う。（Ｃ） 

八景ｷｬﾝﾊﾟｽでは、部担当教員の参加

も得て、大学院 FD を開催し、個々

の教員に対しては、授業評価アンケ

ート結果のフィードバックや、教員

評価制度を活用した個人面談を実

施した。 

  医学科・医学研究科合同のワークシ

ョップ形式のFDを2日間の日程で

開催し、教職員、研修医、学部生、 

 

５ 



 【国際総合科学部】国際総合科学部の教育目標、理念、目的等

の周知を徹底し、学生教育の質を向上させるため、大学院FD研

修に学部担当教員の参加を要請するとともに、学部としては初

めて非常勤講師に対するFD研修及び懇談会に専任教員の出席を

求め、教員間の課題共有を促した。個々の教員に対しては、学

生による授業評価アンケート結果のフィードバックや、教員評

価制度の一環として実施する個別面談等を通じたFDを行った。

（Ａ） 

 また、教育プログラムの充実を図るため、経営系、融合領域

の両コースにまたがるファッションビジネスに関する寄附講座

を開設したほか、情報教育委員会を設置し、共通・専門教養に

おける情報教育の意義や内容に関する検討、アンケート調査を

実施する中で、今後の情報教育の基盤を整備した。（Ｂ） 

 ４月に設立したプラクティカル・イングリッシュセンターで

は、授業評価アンケートの結果を分析し、次年度の授業改善に

関する計画を作成した。プラクティカル・イングリッシュの留

年生に対しては、少人数教育やe-ラーニングの導入、カウンセ

リングの強化を同センターが実施し、次年度に向けてはインス

トラクターの4人増員を想定した9人体制での授業計画を立て

るなど、国際的な学部教育を実践すべく、学生サポートの充実

を図った。（Ｂ） 

 

【医学部】PBL の意義に関する講演や討議を含む医学部・医学

研究科合同の FD 研修の開催等を通じて教員の能力養成を図る

とともに、カリキュラム運営会議において各種試験や研修マッ

チング結果を報告し、カリキュラムを評価・改善する体制を確

立した。医師国家試験合格率は 96.7%と前年度水準を維持し、

全国で8位という成果をあげた。（Ｂ） 

 看護学科では、21年度のカリキュラム改正に向けてワーキン

グで変更内容をまとめた骨子を作成するなど、文部科学省への

申請に向けた準備を着実に進めた。さらに、横浜市内の看護管

理者及び看護師にニーズ調査を行うなど、地域医療への貢献、 

Ｂ 

 

  

大学院生等約 90 名が参加した。看

護学科においても、FDに関する実施

計画を検討・作成した後、3月に看

護学科FDを実施した。 

 

入試倍率 

【一般入試】 

学

部

学系 

学科 

H18 

(H19.4

入学) 

H19 

(H20.4

入学) 

国際教

養 
2.8 2.4 

経営科

学 
1.8 2.8 

理学 1.6 2.3 

国
際
総
合
科
学
部 

文理共

通 
1.4 3.3 

医学科 3.4 3.2 
医
学
部 

看護 

学科 
3.0 2.5 

 

【ＡＯ入試】 

学

部
募集

区分

H18 

(H19.4

入学) 

H19 

(H20.4

入学) 

文系 1.9 1.9 
国

際

総

合
理系 2.0 2.0 

 

６



  高度専門医療人の育成、看護職キャリアの発達を目指す看護系  

  大学院の設置準備にも着手した。（Ａ）

 

（２）大学院教育の内容等に関する目標を達成する 

ための具体的方策 

【入学者受入方針】 

【教育課程】 

【教育方法】 

【成績評価】 

 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための具

体的方策 

【教育組織とカリキュラム管理体制】 

  

   

【国際総合科学研究科】理系分野においては、客員教員を含む

教員の研究内容を紹介したコンサイスガイドを作成・配布し、

学生に広く周知したほか、カリキュラムを弾力化するために、

講義科目に連携大学院科目を追加するなど、多くの大学院生が

研究に参画しやすい環境を整備した。（Ａ）また、

《法人評価委員会の指摘事項》 年度計画を概ね順調に実施した。

 ・修士論文の国際学術雑誌への投稿

及び採用結果の成績への反映 修士論文の国際学術雑誌への投稿

については、2 年という短期間で全

学生が研究成果をまとめ、学術紙等

に発表するのは非現実的であるこ

と、また、評価基準は必ずしも明確

ではなく、統一性のある点数化には

困難が伴うことが判明した。（Ｃ） 

左記の通り、博士後期課程では実 

国際文化研究 施しているが、博士前期課程にお 

専攻、経営科学専攻では、学内推薦入試を19年度に実施し、理 いては計画通り実施できなかっ 

学専攻においては21 年度募集要項の作成等により、20 年度実 た。現実の諸条件を考慮し、国際 

施の入試に推薦制度を導入できるよう体制を構築するなど、入 学術雑誌への投稿を成績評価の 

試制度を多様化することで優秀な学生の確保に努めた。（Ａ） 対象とはせず、学内表彰等の制度 

一方、計画にある論文の国際学術雑誌への投稿及び論文採用結

果の成績評価への反映については、博士後期課程では実施され

ているものの、理系博士前期課程においては、検討の結果、国

際学術雑誌への投稿を成績評価の対象とはせず、学内表彰等の

制度を設ける中で、国内外の欧文学術雑誌等に投稿するように

推奨することとした。（Ｃ） 

を設け、国内外の欧文学術雑誌等 

に投稿するよう奨励することと 

した。学生個々の研究成果を統一 

化された基準で評価することは 

Ｂ 
容易でないため、検討の結果、点 

数化は行わないこととした。 

 

【医学研究科】18 年度に協定を締結した米国食品医薬品庁

（FDA）と国内初の共同シンポジウムを開催し、研究成果を広く

政経界や市民に公開するとともに、（Ａ）教育連携に関する具体

的な協議を開始した。また、がんプロフェッショナル養成プラ

ンの採択を受け、20年度からの本格実施に向けて外部研究機関

と調整を行うと同時に、同プランの支援を得て教育研修プログ

ラムの検討を進め、一部は19年度のカリキュラムに組み込むな

ど、海外研究機関の研究者も含む複層的な研究指導体制の構築

に向けた準備を進めた。（Ｂ） 

 

 

 

 
７ 



 さらに、21 世紀COEプログラムを活用して修士課程・博士課

程合同リトリートを行い、優秀な学生を表彰するといった新た

な取組を通じて、学生の研究に対するモチベーションや、達成

度の向上を図った。（Ａ）

21世紀COEプログラムや大学院イニシアチブプログラムの全

ての活動をホームページで公表し、全教室の紹介と共に各教室

のホームページへのリンク等を充実したが、医学研究科の活動

を広く一般市民に宣伝する計画は実行できなかった。(Ｃ) 

 

 

  ８ 



３．学生の支援に関する目標を達成するための取組 年度計画を順調に実施した。  学生支援に関する取組としては、成績優秀者に対する奨学金

制度（特待生制度）の実施、空調設備の設置など、学生の学習

意欲及び学習環境の向上を図る取組も進めた。 

  【学習環境の充実等】 

  【学生生活空間の拡充】 

  【学生の声を聴取】 

  【キャリア支援及び学生生活の充実】 

【学生の相談窓口体制】 

  【学生生活の支援】 

  【経済的支援】 

成績優秀者特待生制度については、入学試験の成績上位者（25

名）を候補者とし、学業奨励金を給付する制度を発足させ、平

成20年4月入学生を対象に実施した。（Ｂ） 

学習環境の充実化については、テープライブラリの土日開館

を実施、電子ブックは需要の多い医学系を中心に、自然科学の

洋書の導入を進めた。（Ｂ） 

学生生活アンケート調査からは課題を抽出し、グランド整備、

八景キャンパスのすべての教室に空調設備を設置するなど、一

部の課題について対応を図った。（Ｂ）

キャリア支援については、相談要員を1名増強し2名体制とし

たことで、前年の相談件数284 件に対し、530 件まで相談が増

えている。（Ａ）また、合同企業セミナーでは、参加している企

業の内定を取っている 4 年生に相談員として参加させたとこ

ろ、参加企業からも評価いただいた。さらに、後輩を支援した

いという声を反映させて、キャリアメンター制度を創設した。

（Ｂ）また、卒業生の「キャリアサポーター」への登録をさら

に進め、キャリアサポーター登録者数は19年2月の173名に対

し、20年3月には277名に増加、卒業生の進路把握状況も向上

した。（Ａ） 

保健管理センターについては、機構に位置づけ、学校医の勤務

日を週1回から2回に増やすといった体制強化、診察対象をこ

れまでの学生のみから教職員にまで拡大する等の機能強化を図

った。（Ｂ）

福浦キャンパスには心理カウンセラー、看護師を配置し、学生・

教員に対する健康管理体制の強化を進めた。医学科生の麻疹発

症を機に小児感染症ワクチンの接種やインフルエンザ、ノロウ

イルスなどの注意喚起を適宜行い、感染症対策の充実に取り組

んだ。（Ａ）

Ｂ 

 Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

 4 17 0 0 21 

 
 

 
《法人評価委員会の指摘事項》 

・学生の声の聴取について 

学生生活アンケート調査から抽出

した要望の一部について対応を行

った。引き続き、様々な要望への対

応を行っていく。 

 

 

 

 

９ 



４．研究に関する目標を達成するための取組 

  （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成

するための具体的方策 

    【目指すべき研究の方向性】 

    【重点研究分野の選定】 

    【研究成果の公表】 

    【成果の社会への還元等】 

 

  （２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成する

ための具体的方策 

    【研究費のあり方】 

    【研究推進体制の構築】 

 【研究体制の構築と適正な研究者等の配置】 

    【粒子線がん治療施設の設置】 

    【研究機器等の活用の促進】 

    【研究倫理の確立】 

     

平成19 年度は、18 年度に実施した取組の継続実施と並行し

て、新たな試みや仕組みを導入することにより、戦略的に研究

を推進するための体制整備に努めた。外部研究費の獲得にあた

っては、応募相談や公募説明会の開催、発明相談や技術移転活

動の推進を引き続き実施した（Ｂ）ほか、研究に関する各種情

報に加え、本学教員の優れた研究成果をホームページへ掲載す

るなど、情報発信を通じて研究に対する教職員のモチベーショ

ンの向上を図った。（Ａ）また、教育研究費については、定額基

礎部分を一律に配分する一方、付加交付分は外部研究費の獲得

努力等に応じて配分したことや、学内で公募・審査して研究費

を配分する研究戦略プロジェクト事業を実施したことにより、

教員の外部研究費獲得に向けた意識が高まり、19年度の科学研

究費補助金申請率は約80%にまで上昇し、全学で199 件が採択

された。結果としてほぼ前年度並みの外部研究費を獲得するこ

とができた。（Ｂ） 

基礎医学の成果を臨床医学に応用するトランスレーショナル

リサーチ体制の確立を目的として 18 年度に開設した先端医科

学研究センターでは、バイオバンク部に続き、19年度には研究

開発部と研究推進部を立ち上げた。３部門の設置により、研究

の支援・促進、研究成果の創出、社会への還元という一連の流

れをつくり、研究の進行管理システムを構築した。（Ｂ） 

研究費の執行については、文部科学省のガイドラインに基づ

き、物品購入に係る検査・検収体制を強化するため、19年度よ

り各キャンパスに検収センターを設置し、購入物品等の確認を

徹底するとともに、「研究費の不正使用防止の実行方針」を制定

し、研究費に係る本学の責任体系の明確化と不正使用防止に向

けた管理・監査体制について整理した。さらに、全学的な研究

倫理の確立と定着を図るべく、「利益相反マネジメント規程」を

定め、臨床研究分野においては、既存の倫理委員会とは別に臨

床研究利益相反委員会を新設することにより、利益相反を適正

に管理していくための体制を整えた。（Ａ） 

 

Ｂ 

年度計画を概ね順調に実施した。  

 

 

共同研究の件数及び金額 

（単位：百万円） 

 18年度 19年度 

件数 60 44 

金額 122 108 

   

科研費採択件数 

 

18年度（件） 19年度（件） 

196 199 

 

受託研究の件数及び金額 

 

 18年度 19年度 

件数 56 73 

金額 472 475 

        

奨学寄附金収入 

 

 18年度 19年度 

件数 618 551 

金額 552 535 

 

 

 

 

Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

2 23 0 ０ 25 
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 重粒子線治療の実施については、人材育成面で放射線総

合医学研究所と合同カンファランスを行う体制の整ととも

に、実際に治療施設が整備された際に必要となる治療体制

づくりや人材の確保に向けた準備を行い、放射線総合医学

研究所へ研究者を派遣した。また、本年度は重粒子線がん

治療推進検討委員会に横浜市も参加することで、施設整備

について緊密連絡調整を行うことができた。（Ｂ） 

   

   

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

Ｂ 
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Ⅱ 地域貢献に関する目標を達成するための取組 

  【学部・大学院教育を通じた人材育成】 

  【診療を通じた市民医療の向上による地域貢献】 

  【地域医療の向上】 

  【研究を通じた研究成果や知的財産の産業界への還

元】 

  【大学の知的資源の市民への還元】 

  【施設の開放】 

 

公立大学法人の重要な使命のひとつである地域貢献を通

じて、市民が誇りうる、市民に貢献する大学を具現化すべ

く、19年度においても高度な教育・研究による人材育成や

地域医療の向上、研究成果や知的財産の社会への還元をは

じめとする種々の取組を推進した。 

 地域医療の向上に関する取組として地域医療貢献業務に

従事する専任職員を配置したほか、地域医療貢献推進委員

会を開催し、医師の紹介・応援を進めるとともに、病院現

状調査を行い、医師不足問題への対策を検討した。（Ａ） 

18 年度に都心部のみなとみらい地区へ移転したエクス

テンションセンターにおいては、市民の多様な学習ニーズ

への対応と豊富な学習機会の提供を図るため、委員会を開

催し、講座の企画やエクステンション事業の運営に対する

教職員への動機づけを行った。その結果、19年度の講座開

講回数は 251 回（前年度比 191%）、受講者数は延べ 5,367

人（前年度比145%）と前年度を上回り、エクステンション

センターを会場とした本学教員主催の学会・研究会の開催

回数も増加するなど、情報発信機能としての役割を拡充し

た。（Ｂ）また、11 月より市民医療講座を開催し、有益な

医療情報を市民に提供し、市民の意識向上を図った。（Ａ） 

一方、横浜市教育委員会との連携による小学校英語 

教育サポーターの資格認定プログラムの試行については、

教育委員会から具体的な回答を得られず、年度内の実施に

は至らなかった。（Ｃ）高大連携の取組の一環として、市教

育委員会と 1 月に締結した教育連携に関する協定に基づ

き、「横浜市立大学と横浜市立高等学校との連携協議会」を

発足させた。（Ｂ） 

本協議会ならびに専門委員会において、高大連携事業の

推進に向けた検討を重ね、高校教員経験者と教員免許を有

する大学院生による学部での物理学補修クラスの実施が実 

Ｂ 

年度計画を概ね順調に実施し

た。 

 一方、18年度からの懸案事項で

あった e-ラーニングの導入につ

いては、検討を重ねた結果、コン

テンツの作成には高度な技術を

要するため、外部専門機関との連

携が必要であること、またシステ

ム導入とコンテンツ作成に多大

なコストがかかることが判明し、

導入の目処を立てることができ

なかった。e-ラーニング導入の可

否も含め、今後大学としての方針

を改めて確認していく必要があ

る。（Ｂ） 

 小学校英語教育サポーターの

資格認定プログラムの試行につ

いては、市教育委員会へ複数回打

診をしたものの、具体的な回答を

得ることができず、年度内の実施

は実現しなかった。今後、市立小

学校で英語教育が本格的に実施

される中で、サポーターに対する

需要が高まることが想定される

ため、数百名に及ぶ英語教育サポ

ーターの養成と質の維持を目的

としたプログラムの検討を教育

委員会と行い、9 月を目処に結論

を出す予定である。（Ｃ） 

 

Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

3 8 1 ０ 12 

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・資格取得に結びつく講座の開設 

実務を重視した自治体経営関 

連、ビジネス関連の修了証発行 

を伴う講座等を拡充したが、小 

学校英語教育サポーターの資 

格認定プログラムについては、 

試行するまでに至らなかった。 

 

・e-ラーニングの導入 

システム導入とコンテンツ作 

成に係る経費・技術面における 

課題をクリアできず、導入の可 

否を含め、大学の方針を確認し 

た上で、改めて検討することと 

なった。 

 

エクステンション講座開催回数

及び受講人数 

 

 年度 18年度 19

講座数 131 251 

受講人

数（人）
3,657 5,367 
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現した。長年の指導実績を持つ教員経験者の活用が、TA等

の活動に従事する大学院生の教育能力を向上させ、ひいて

は大学院生がサポートする授業の質の向上にもつながるな

ど、計画の実施が一定の成果に結びついた。（Ａ）学内にお

いては、アドミッションズセンターが入試委員と連携をと

り、近隣高校の生徒の大学授業への受け入れや、高校にお

ける模擬授業への教員派遣等についても実施し、高大連携

を多方面から推進した。（Ｂ） 

学術情報センター本館（金沢八景キャンパス）及び医学

情報センター（福浦キャンパス）では、引き続き貸出サー

ビスを含む市民利用制度を実施するとともに、本館での「市

民向け情報探索講習会」の開催に加えて、医学情報センタ

ーにおいては新たに「地域医療関係者向け情報検索講習会」

を開くことで、多様な情報を提供し、市民の知的探求心を

満たすべく取組を推進した。（Ｂ） 

さらに、産学連携に関する取組の一環として、「食べる医

薬～21世紀における植物科学の重要性」と題し、米国の研

究機関より研究者を招いて産学連携フォーラムをエクステ

ンションセンターにて開催したほか、イノベーションジャ

パンやアグリビジネス創出フェア等の産学連携イベントへ

の出展を行った。あわせて、本学ホームページのリニュー

アルに伴い、本学教員の研究成果一覧を掲載したページを

新設することにより、教員の研究推進に対するモチベーシ

ョンの向上を図るとともに、市民に向けた情報の発信を促

し、研究成果の社会への還元に努めた。（Ｂ） 
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Ⅲ 国際化に関する目標を達成するための取組 年度計画を順調に実施した。  グローバルな視野を持って活躍できる人材を育成する

ためのプログラム運営や新規事業開発に取り組んだ。 

 

  【国際交流を推進するための体制】 

  【学生の留学の支援】 

  【留学生受入】 

  【教職員の交流】 

  【国際社会への貢献】 

  【海外の大学等とのネットワーク構築】 

国際化の推進については、海外からの学生を受け入れて

のサマーサイエンスプログラム（英語による授業）の開講、

海外調査実習を経費面等で支援する海外フィールドワーク

支援プログラムの立ち上げなど、新規事業を企画、運営し、

市大の国際化を推進した。 

 国内外の学生を受け入れて行ったサマーサイエンスプロ

グラムは、すべて英語で授業を行い、参加者にも好評で、

国際交流の活性化につながった。（Ａ） 

しかしながら教学部門との連携面では、単位認定や学部

カリキュラム全体の国際化へ向けた見直しまでには至らな

かった。（Ｃ） 

一方、現在協定を締結している英国のオックスフォード

ブルックス大学、米国のUCSD（カリフォルニア大学サンデ

ィエゴ校）と特待奨学生留学プログラムに関する協議を進

めると同時に、学内での単位認定や、留学しながら4年間

で卒業できる学籍の整備について検討を進めた。（Ｂ） 

外国人留学生の受入数を平成22年度までに200名に増や

す取組については、国際化推進委員会を中心として検討を

重ねてはいるが、経費面での課題等もあり宿舎の確保に関

する具体的な方策は示せなかった。（Ｃ） 

平成 19 年 9 月 5 日に金沢国際交流ラウンジの開所式を実

施した。その後、地域の外国人住民を対象とした相談機能

を備えたオフィスとして実績（20年3月迄の相談件数は378

件）をあげるとともに、市大留学生とのパネルディスカッ

ションをいちょうの館で実施するなど市大生も参画した交

流事業を展開している。（Ａ） 

学生の留学支援として、海外フィールドワーク支援プロ

グラムを企画立案、運営し、国際総合科学部から４件、医 

Ｂ 

 

カリキュラム自体の国際化へ

向けた見直しなど未達成の課題

に関しては、20年度に実施する機

構改革により、学務課に国際学務

担当を配置し、カリキュラム、授

業等の国際化を推進する体制を

整備する。（Ｃ） 

 

外国人留学生受入数を22年度

までに200名にすることについて

は、経費面での課題などもあるが

、実現に向け引き続き検討を重ね

る。（Ｃ） 

Ａ Ｂ Ｃ   Ｄ 計

9 8 2 0 19 

     

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・国際化の推進について 

個々の新規事業自体は成果をあ

げ、市大の国際化が進んだ。一部

未達成の課題については、20年度

より学務課に国際学務担当を配

置するなど推進体制を整備した。 

 

・留学生受入れ数増大について 

英語版ホームページの拡充に加

え、サマーサイエンスプログラム

を開講した。また、宿舎確保の問

題も含め、国際化推進委員会を中

心として検討を重ねた。 

 

・海外での取得単位の評価方法整

備について 

学内での単位認定や、留学しなが

ら4年間で卒業できる学籍の整備

について検討を進めた。 

 

 

 

・英語による授業科目の増加につ

いて 
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学部から１件を採択、計64名の学生が海外調査実習に参加

した。また、引率教員の経費支給や現地の教育活動に必要

な経費支援（１グループ最大50万円）の仕組みを構築し、

実施した。（Ａ） 

サマーサイエンスプログラム（英

語による授業）の開講などを行っ

た。上級英語の履修クラス数は16

クラスから36クラスに増加した。

また、国際総合科学部において

は、文系科目でフルブライト招聘

講師による英語による講義を開

講したほか、理系では、化学と物

理の英語教材を使った授業ワー

キングを発足させ、英語による授

業増設に向けた準備を進めた。 

学内の情報共有化への取組としては、国際化推進センタ

ーNews Letter を作成し、年度内に２回発行した。これに

より、留学生支援の現状と新規事業への取組に関して教職

員に広く情報提供ができ、国際化推進に対する理解が高ま

った。（Ｂ） 

海外大学等とのネットワーク構築強化については、海外

大学や研究機関との協定締結を平成22年度までに20機関と

するという目標に対し、19年度は新たに5大学2機関と覚書

を締結し、合計17機関となった。（Ａ）

また、米国西海岸地域における国際的な産学連携に関す

る情報収集や調査等の窓口として、市大の海外オフィスを

カリフォルニア州サンタクララ市にある丸紅米国会社シリ

コンバレー支店内に設置した。国際的な教育研究所等を学

べるよう、教員に限らず職員の研修についても検討中であ

る。（Ａ）

Ｂ
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Ⅳ 附属病院に関する目標を達成するための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標における「附属病院に関する目標」では、「医療安

全管理の徹底」「患者本位の医療」「高度医療の提供」「医療関

係者の育成」「医学研究･開発の推進」「病院長権限の強化･充

実」「病院の位置づけ・特性の明確化による病院経営の推進」

を掲げている。これらの目標を達成していくために、中期計

画、年度計画にもとづき平成 19 年度は次の項目について取り

組んだ。 

 安全な医療の提供については、これまでの２病院ごとの取組

に加え、２病院同一仕様のインシデントシステムの導入、また

安全管理講演会の情報共有など、一層の連携により取組が強

化された。 

 健全な病院経営の確立については、特別室改修工事に伴う

病床の一部休止（附）や、診療科再編等により立ち上げ期間

（セ）があったにもかかわらず、様々な取組の結果、医業収益

において 2 病院ともに大幅な増収となった。 

 患者本位の医療サービスの向上と地域医療への貢献につ

いては、地域医療従事者を対象とした研修や市民講座の開催

に加え、センター病院が地域医療支援病院の承認を受けるな

ど、より一層の地域貢献、地域医療支援体制の充実が図られ

た。 

 高度･先進医療の推進については、２病院ともに積極的に先

進医療の申請・承認取得に取り組み、またニーズに適した専

門外来や組織の設置を実現した。 

 良質な医療人の育成については、保育制度の充実やワーク

シェアリング等、女性医師確保対策に取り組んだほか、研修医

の研修領域を拡大するなど育成体制の充実を図った。 

 

 

 

B 

年度計画を順調に実施した。  

A B C D 計 

18 124 0 0 142 
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１．安全な医療の提供のための取組  年度計画を順調に実施した。 医療安全文化を醸成していくために、引き続き安全管理対

策委員会、リスクマネージャー会議を定期的に開催し、情報の

収集･分析･評価･改善を行ったほか、2 病院で同一仕様のイン

シデントシステムを導入し運用を開始した。また医療安全管理

講演会の情報を共有するなど連携を強化した。 

 

   【医療安全文化の醸成】 

   【インフォームドコンセントの充実･強化】 

   【安全管理教育の充実】 

   【安全面を考慮した療養環境・セキュリティの充実】 

   【医療安全管理取組情報の提供】 

   【病院機能評価の継続取得】 

   【災害時医療の充実】 

   【院内感染対策の推進】 

 インフォームドコンセントの充実については、引き続き医療従

事者の意識向上を目的にした各種研修や診療録監査を実施

するとともに、電子カルテ整備事業の中で患者説明資料や同

意書（約3,200種類）の見直しを行うなど、インフォームドコンセ

ントの充実に向けて取り組んだ。（附） 

 安全管理教育については、引き続き e-learning の活用促進

（セ）、安全管理研修を開催した。特に附属病院では、地域医

療機関の職員も含む看護師対象の安全管理講習会を開催

し、地域連携強化にも貢献した。 

 病院機能評価の継続取得については、センター病院で平成

20 年度の受審へ向けて複数のワーキングを設置し、ワーキン

グを中心とした病院機能の改善・充実へ努めた。 

災害対策については、災害時の給水設備を整備（附）した

ほか、災害対策マニュアルの改訂や防災訓練を実施した。特

にセンター病院ではロールプレイング形式を取り入れた実効

性の高い防災訓練を実施し、160 名以上の職員が参加した。

そのほかにも、災害医療拠点病院合同防災訓練の企画や

Y-MATへ参加するなど（セ）、災害医療への対応が強化され

た。（Ａ） 

 院内感染対策の推進については、引き続き感染対策マニュ

アルの改訂及び周知を行ったほか、感染制御部の開設と院内

感染対策情報誌「ICT NEWS」の定期発行（附）、抗菌薬の適

正使用に関する指針の見直し（セ）など着実に取り組みを進め

た。 

B 

 病院機能評価の認定取得、ＩＳＯ

9001 及びＩＳＯ14001 の認証取得に

ついては、評価項目に重複してい

る内容が多いだけでなく、3 つを継

続して取得していくことには多大な

労力とコストが必要となる。このた

め、医療機関の第三者評価として

実績のある「病院機能評価」を中心

に、効率的な取り組みについて検

討を進めたい。 

A B C D 計 

5 31 0 0 36 
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２．健全な病院経営の確立のための取組 

   【附属 2 病院の運営】 

   【病院長の権限強化】 

   【運営交付金の考え方】 

   【診療科の再編や病床配分の弾力的運用】 

   【診療に関わる料金設定の見直し】 

   【診療外収入の確保】 

   【人件費比率の適正化】 

   【医薬材料費の適正化】 

   【IT 化の推進】 

   【施設･機器の更新計画の再検討】 

   【経営情報の整備】 

   【クリニカルバス（入院診療計画書）の作成・活用の 

   拡大】 

   【省エネルギーの推進】 

附属 2 病院の運営について、附属病院では入院単価が

51,741 円（決算見込み・予算比 3,032 円増）と大幅に伸び、診

療収入が前年度対比で ７億円超の増収を得た。センター病

院では入院単価が 57,810 円（決算見込み・予算比 1,957 円

増）で診療収入については平成１８年度と比較して 10 億円超

の増収とし、大幅な医業収益の増収となった。（Ａ） 

 病院長の権限強化について、附属病院では直面する課題

の解決や将来的な方向性について病院長及び補佐役である

副病院長等が参加するトップマネジメント会議で討議し、方針

等を決定するマネジメント体制を確立した。また、センター病

院では、理念やビジョンなどについて、病院長自ら新採用・転

入者に説明を行うなど組織風土改革に取り組み、経営品質に

関する各種講座へ自発的参加が進み職員の意識向上が進ん

でいる。 

 診療科の再編や病床配分の弾力的運用について、附属病

院では、病床休止を伴った特別室改修工事期間中も確実に

救急病床５床を確保し、二次救急輪番日の円滑な病床運用を

実施した。（Ｂ）また、センター病院では、総合周産期母子医療

センターの設置をはじめとした診療科再編を行った他（Ｂ）、医

師フロアをオープン化するなどコミュニケーションの活性化も

図った。（Ａ） 

医薬材料費の適正化については、診療材料検討部会を設

置（附）するなど、診療材料や医薬品について必要以上に品

目数が増加しないよう、採用・削除の徹底及び統合・整理を実

施し、経費の削減を実現した。（Ａ） 

 診療材料価格削減については、調達について民間会社と提

携する（セ）など、削減に向け意欲的に取り組んでいる。（Ａ） 

ＩＴ化を推進するため、附属病院では電子カルテ整備にか

かる２３部門のワーキングを立ち上げ、平成 20 年 7 月の一次

稼動に向けて院内の意見を集約した。また、システムの概要
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 2 病院共に、改修工事や診療再

編化などに伴う病床休止期間があ

ったにもかかわらず、収入確保に取

り組んだ結果、入院収入をはじめと

した医業収益も増収を図ることがで

きたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 計 

6 35 0 0 41 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・病院長の権限強化 

附属病院では直面する課題の解決

や将来的な方向性について病院長

及び補佐役である副病院長等が参

加するトップマネジメント会議で討議

し、方針等を決定するマネジメント体

制を確立した結果、病院としての意

思決定、方針決定が迅速化された。 

センター病院では、新採用者対象の

オリエンテーションで、病院長自ら病

院理念やビジョン等を説明するなど、

病院長の考えを広く浸透させるべく

取り組んだ。 

 

・診療科の再編 

附属病院では、平成１７年度に内科

系診療科と外科系診療科を臓器別に

大幅再編した。（医学部教室名称と整

合化）。今後も引き続き、教育・研究・

診療の一体化を考慮し、医学部と連

携しながら医療動向や疾病動向の変

化に柔軟に対応した診療体制を整備

する。 

センター病院では、「総合周産期母

子医療センター」、「リウマチ膠原病

センター」、「炎症性腸疾患(ＩＢＤ)セ
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設計についてはセンター病院と協働して行った。 ンター」、「呼吸器病センター」、「乳

腺・甲状腺外科」、「総合診療科」を新

設・再編した。（６月実施済）また、院

内各施設の配置見直しの動きと連動

して、外来化学療法についてはワー

キングを開き、20 年度運用開始を目

指している。 

施設･機器の更新計画の再検討については、契約時の競争性

を高めるため、複数メーカーの機器を選択して入札を実施し

た。また、保守契約条件も含めた契約を締結し、購入後のラン

ニングコストの大幅削減を実現した。（附）（Ａ） 

省エネルギーの推進については、附属病院でＥＳＣＯ事業

の適用に向けた準備に取り組むなど、環境負荷の軽減を図る

活動を進めた。またセンター病院では、18 年度に引き続きコ  

《法人評価委員会の指摘事項》 ージェネレーションシステムの運転をこまめに行い、更なるエ

ネルギー使用量改善が図られた。（Ａ） ・看護師確保 

附属2病院、法人事務局と連携し、学

校訪問、病院説明会、2病院見学会、

採用試験、内定者・保護者見学会、

在職者の離職防止策、院内保育の充

実、専任の確保担当課長の配置など

さまざまな取り組みを進めている。 

※ＥＳＣＯ事業：Energy  Service  Company の略称で、選定されたＥ

ＳＣＯ事業者が既存施設の省エネに関し、改修工事を含む計画立案・

工事・管理等の包括的なサービスを提供し、従前の環境を低下させる

ことなく省エネルギー化の効果を生み出す事業 

 

 

また、看護師の離職を防止するた

め、夜勤手当などの処遇の改善や、

仕事の不安、悩み事に対する先輩、

直属上司によるサポート体制の充実

を図っている。また、保育施設の２４

時間化や更衣室の拡充など施設整

備を進め、魅力ある環境づくりに努め

ている。 
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３．患者本位の医療サービスの向上と地域医療への 

貢献のための取組 

   【地域医療連携及び患者相談体制の整備】 

   【地域医療従事者への研修機会の提供】 

   【セカンドオピニオン外来の開設】 

   【待ち時間の短縮】 

   【市民講座の充実】 

   【病院ホームページ上での医療･健康に関するコンテ

ンツの充実】 

   【一般向け病院広報誌の発刊】 

   【患者向け医療情報コーナーの設置】 

   【会計窓口でのデビットカード、クレジットカードの導

入】 

   【チーム医療の推進】 

地域医療連携については、センター病院が、大学病院として

初の地域医療支援病院の承認を受け、より一層地域医療を推

進するとともに、センター病院の位置づけを明確にした。 

※地域医療支援病院：地域の医療機関を後方支援する形 

で医療機関の役割分担と連携を目的とした病院 

また、患者相談については、附属病院で「かかりつけ医案

内コーナー」を開設するなど、患者様の利便性に配慮した相

談環境の整備を行った。 

 地域医療従事者への研修機会の提供については、認知症

の診断・治療に関する研修会や看護職員医療安全管理講習

会（附）、薬剤部主催の研修会（セ）のほか、引き続き地域の医

師をはじめ、看護師、薬剤師も対象とした研修の積極的な展

開を進め、幅広く研修機会の充実に努めた。（Ａ） 

 市民講座については、各病院で市民のニーズに合わせた

各種の講座･教室を開催したほか、2 病院合同の市民講座を３

月に開催した。 

市民講座実施状況（附属病院：7回・2,107人参加、センター病

院：14 回・1,677 人参加） 

 一般向け広報誌の発刊については、院外広報誌「With」の

増ページによる充実を図ったほか、外来担当医表の大幅改訂

やホームページへの掲載など、患者サービスの向上に努めた

（附）。また、新たな試みとして地域向け広報誌「十全」を発行

した（セ）。 

B 

 年度計画を概ね順調に実施した。  

A B C D 計 

3 32 0 0 35 

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・「病院の特性の発揮」および 

「病院の位置づけの明確化」 

19 年度に新たな承認・指定を受けた

ことにより、2 病院における特性や位

置づけがより明確になった。 

【附属病院】 

市内唯一の特定機能病院であり、次

代を担う医療人を育成する大学病院

として教育・研究・医療を一体化し高

度でかつ安全な医療を市民に提供

する。また地域がん診療連携拠点病

院として、19 年度は以下を始めとす

る取り組みを行っている。 

・化学療法センターを設置。（4 月） 

・肺がん、膵がん等を対象として世界

最速、高感度な「ＳＭＡＰ法遺伝子検

査」を実施。（10 月）※国内では附属

病院のみ実施可能な検査 

・日本がん治療認定機構認定研修施

設に認定される。（10 月） 

【センター病院】 

大学附属病院としては日本初である

「地域医療支援病院」の承認を受ける

（9 月）とともに、高度救命救急医療や

大学病院としての高度・専門医療を
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提供する。 

また災害医療拠点病院に加え、19 年

度には産科救急・新生児救急疾患に

２４時間対応する「総合周産期母子医

療センター」の指定（6 月）を受けるな

ど、引き続き地域医療を支援してい

く。 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・待ち時間の短縮 

[附属病院] 

【会計待ち時間短縮について】 

自動精算機の増設、会計待ち情報表

示システム（番号表示）の運用変更、

保険証確認専用窓口の設置等の会

計待ち時間短縮対策を講じて、「30

分以内」の目標を達成した。 

引き続き、常時 30 分以内の会計待ち

時間を目指す。 

【診療待ち時間短縮について】 

調査結果（平均）では診療待ち時間

がほぼ目標（30 分以内）に近づいて

いたが、診療科によっては待ち時間

が長い科もあるため、電子カルテシ

ステム整備後に新システムを利用し

た詳細な調査を実施し、その結果も

合わせて予約枠見直しを行う。 

（診察待ち時間目安表示の実施） 

・内科・神経内科、外科・脳神経外

科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科の

外来で診療状況表示システムを開始
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（4/26）。 

 

 [センター病院]  

【会計待ち時間短縮について】 

・通常で10～15分、混雑時で20分程

度の待ち時間となっており、目標（混

雑時 30 分以内）は達成。会計窓口に

目安として待ち時間を表示した。 

・ホール入り口については、総合案

内や再来受付機、エスカレータなど

があり動線が交差していたため、再

来受付機をホール外側に設置し、外

来患者様がすぐ受付できるようになっ

たことにより、動線が整理できた。 

【診療待ち時間短縮について】 

調査を実施した結果、平均で 30 分と

なっている。ただし、30 分を超える診

療科があるため検討を行う。 
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４．高度・先進医療の推進に関する目標を実現する 高度先進医療の推進については、19 年度において新たに  高度先進医療の推進について

は、計画上の項目にセンター病院

はないにもかかわらず、積極的に

先進医療の承認取得に取り組み、

実績をあげたため。 

   

ための取組 

   【高度先進医療の推進】 

   【専門外来の充実】 

   【がん治療の充実･推進】 

   【先端医科学研究やトランスレーショナルリサーチへの

取組】 

    

3 件の先進医療が承認され、計 5 件の実績となった（附）。また A B C D 計 

年度計画上の項目にはないが、新たに 1 件が承認され計2 件 3 5 0 0 8 

の実績となり（セ）、2 病院共に積極的に取り組んだ。  

専門外来の充実については、附属病院に日本初となる 《法人評価委員会の指摘事項》 

「SMAP法遺伝子検査」を用いた「オーダーメード医療推進外 また附属病院においては、国内で

は附属病院のみ実施可能な検査を

開始するなどの取組から、計画を上

回って実施したと判断したため。 

・附属病院における女性専門外来開

設の検討 来」を開設するなど、専門性の高い医療の提供に取り組んだ。

（Ａ） 女性専門外来のあり方等について、

トップマネジメント会議及びプロジェク

トチームで検討した結果、 

※ＳＭＡＰ法遺伝子検査

独立行政法人理化学研究所が開発した遺伝子変異検 

出法を用いた検査で、検出感度が高く、短時間で判定 「専門的かつ高度な医療の提供 

できる を求められる大学病院としては、 

※オーダーメード医療 総合診療科的な「女性専門外来」を

開設するのではなく、各診療科が女

性患者のニーズに合わせて高度で

専門的な医療を提供していくことが時

代にあっている」との方針を確認し

た。 

A 
遺伝子情報等に基づき、患者の体質に合った治療法を選

択し実施する医療 

先端医科学研究やトランスレーショナルリサーチへの取り組

みについては、「先進医療推進センター」を設置し、先進医

療推進事業を推進する組織体制を整えた（附）。 
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５．良質な医療人の育成に関する目標を実現するた 

  めの取組 

  【市大病院学会の創設】 

  【専門医･認定医の育成強化】 

  【研修医の育成】 

  【職員の声を吸い上げるシステムの構築】 

  【病院実習の受け入れ体制の強化】 

 専門医・認定医の育成については、医療人教育支援プログ

ラム（文部科学省選定）に基づき、医師不足診療科における女

性医師を対象とした長期専門医研修プログラムを策定し、併

せて女性医師確保対策（一時保育・病後児保育の実施、ワー

クシェアリング制度の導入）を実施した。（附） 

研修医の育成に関しては、救急研修の充実のため、救急を

経験する機会が多い研修協力病院に研修医を派遣する（附）

など、充実した研修体制の構築に努めた。また歯科医師臨床

研修病院の指定を受ける（20 年度受け入れ開始）（セ）など、

研修領域の拡大においても積極的に取り組んだ。 

職員の声を吸い上げるシステムの構築に関しては、センター

病院では院内広報誌を創刊したほか、各職場の相互報告会

を行うなど、相互理解を高めるための仕組みづくりを行った。

（Ａ） 

B 

 年度計画を概ね順調に実施した。  

A B C D 計 

1 21 0 0 22 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・附属病院における市大病院学会の

創設 

緩和ケアリフレッシュセミナーや安全

管理看護講習など公開されている研

修・講習会などを「市大病院学会」と

位置付け、院内及び地域の医療機関

にあてて開催予定や実施内容等の

情報を提供していくこととした。 

また、臨床部長会等の会合において

も、全職種を対象として各部署が行っ

ている研究発表会などの開催情報を

周知し、職種を超えた医療人相互の

連携を図った。 

 

・実習生の意見・感想等のホームペ

ージ掲載など 

 [附属病院] 

各部門で実施している病院実習に関

する情報を病院ホームページに掲載

した。引き続き、掲載内容の充実を図

る。 

[センター病院]  

薬剤部研修生受入概要、実績共に

HP 上に公開した。引き続き掲載内容

の充実を図る。 
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Ⅴ 法人の経営に関する目標を達成するための取組  法人化 3 年目の 19 年度は、18 年度よりさらに効率性、

合理性を高めるため、

年度計画の項目のうち、その大

半を概ね順調に実施した。 

 

自己収入の拡大、決算処理の迅速化、 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

経費節減への取組、施設設備の適切管理などの改善を行っ 9 39 6 0 54 
 

た。  
Ｂ 

一方で、前年度より懸案事項となっていた教員評価制度

の処遇への反映など、年度計画における人事制度上の一部

の項目については、目標を達成できなかった。

１．経営内容の改善に関する目標を達成するための取

組 

年度計画の大半を順調に実施

した。 

横浜市立大学は、授業料をはじめとする自己収入のほか、

横浜市からの運営交付金を主要財源としている。限られた

資金の効果的な配分、支出を図りつつ、新たな財源の開発

や経費の抑制を通じて、自主自立的な運営のための取組を

行った。 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

（１）運営交付金に関する目標を達成するための具体

的方策 

（２）自己収入の増加に関する目標を達成するための

具体的方策 

【収入を伴う事業の実施】 

【多様な収入の確保】 

【科学研究費補助金、受託研究、奨学寄附金等

外部資金増加】 

（３）経費の抑制に関する目標を達成するための具体

的方策 

【資産の効率的・効果的運用】 

（４）施設設備の整備・活用等に関する目標を達成す

るための具体的方策 

【計画的な施設設備の整備・改修を進め、既存

施設の効率的な維持・管理を進めるための取

組】 

【施設の有効活用推進による教育研究活動の

充実及び活性化】 

【ＩＳＯ１４００１の取得・運用】 

これまできちんと制度化されていなかった寄附金の募集

を開始したほか、法人化の利点を生かした複数年契約、病

院も含めた法人全体での一括契約を実施し、経費の抑制を

行った。（Ａ） 

また、学費の改定を予定通り実施した。学費の納入方法

については、クレジット決済の導入により、学費納入方法

の多様化を実現できた。さらに、学費システムの大幅改修

を行ったことにより、学費の徴収状況の把握が容易になり、

経営の効率化が図られたと同時に、学生及び保護者対応が

スムーズになるなど、学生サービスの向上にもつながった。

（Ａ）

エクステンションセンターにおいては、四半期単位でエ

クステンション講座を企画、パンフレットもそれぞれ同時

期に作成・配布したほか、定型封筒で郵送できるようパン

フレットをハンディサイズに変更することで PR コストの

削減を実現するなど、タイムリーかつ経営視点に立った効

率的な広報を通じて、受講者数の増加を図った。（Ｂ） 

Ｂ 

 3 18 2 ０ 23 

クレジット決済については学

費の減免制度を設けていたが、公

平性に欠けるといった指摘が横

浜市市議会よりあり、検討の結

果、減免制度を廃止した（20年度

については経過措置あり）。次年

度以降サービスの見直しを行う。

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・ ISO14001の取得運用について 

19 年度に検討を行った結果、20

年度はISOの趣旨を踏まえた大学

独自の環境管理計画の策定を推

進することとなった。 

  

環境負荷低減への取組につい

ては、検討の結果、ISO14001を取

得して実施するのではなく、大学

の特性にあった環境負荷への効

果的な取組を環境管理計画とし

て策定し、進めることとした。

（Ｃ） 

運営交付金（単位：百万円） 

18年度 19年度 20年度 

12,867 12,008 12,268 

※予算ベース 

 

 

授業料等収入 

19年度 20年度 

2,747 2,758 

※予算ベース 
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 エクステンションセンター利用者の利便性を高めるため、

受講料の支払いについては、コンビニエンスストアに加え、

19年度からは、クレジットカードによる決済にも対応して

いる。（Ｂ） 

さらに、産学連携の取組として、19年度は新たに文部科

学省から「先端研究施設共用イノベーション創出事業」の

採択を受け、700MHz 及び 900MHz 等の設備・機器を有償で

外部機関へ貸し出すなど、共同利用を通じた外部資金の獲

得拡大にも努めた。（Ｂ） 

一方、清潔かつ安全な実験ができるよう、各キャンパス

で動物実験に関する規程を整備し、八景キャンパスでは動

物飼育舎の改修を行ったが、全学の基本的指針については

合意が得られず、策定には届かなかった。20年度も引き続

き、教育研究会議で審議を進めている。（Ｃ） 

余裕資金を運用可能期間に応じて、最適な運用をしたこと

に加え、国債による運用を本格的に実施したことで、昨年

度を大きく上回る運用益を獲得した（Ｈ19：24百万円、Ｈ

18：6百万円）。（Ｂ）

八景キャンパス整備マスタープランの策定をし、校舎の

耐震補強を含むキャンパス整備の方向性が経営審議会で承

認された。（Ｂ） 

また、既存施設の効率的な管理については、中央監視設

備の改修などにより、省エネルギーの監視強化と改善を実

施したほか、研究棟の空き室の有効利用を図った。（Ｂ） 

一方、 環境負荷低減への取組については、検討の結果、

ISO14001を取得して実施するのではなく、大学独自の環境

管理計画を策定することとした。（Ｃ） 

 

Ｂ 

  

補助金（国等）（単位：百万円） 

予算 108    決算  198   

 

寄附金（一般） 

予算  20    決算  0.5   

※この他に、株式（取得価額：105

百万円）での寄附を受けた。 

 

資金運用益    （百万円） 

18年度 19年度 

6 24 

  ※決算ベース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



２．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成  人事の適正化や財務レポートの公開など、法人全体として

の運営体制の改善及び効率化を図る取組を行った。 

 

    するための取組 

（１）運営体制の改善に関する目標を達成するため

の具体的方策 

【全学的な経営戦略の確立】 

【運営組織の効果的・機動的な運営】 

【全学的視点からの戦略的な学内資源配分】 

【経営情報の公開】 

【内部監査機能の充実】 

（２）人事の適正化に関する目標を達成するための

具体的方策 

【新たな人事制度の構築】 

【公募制の導入及び雇用形態の多様化】 

【教員評価制度の導入と効果的な運用】 

 【年俸制の導入と制度の確立】 

【任期制の導入】 

【職階の簡素化と昇任体系の構築】 

【適切な人件費管理】 

【専門職員の人事】 

【市派遣職員の段階的解消】 

（３）事務等の効率化・合理化に関する目標を達成

するための具体的方策 

【事務処理の簡素化及び迅速化】 

【簡素で効率的な組織の構築】 

 

運営体制の改善については、月次決算マニュアルの作成等

により、大学部門の月次決算処理の早期化が実現したほか、

決算見込みについても、できるだけ各部署の負担とならない

ような様式を作成して実施したため、法人経営において迅速

な経営判断が可能になった。(Ａ) 

さらに、従来、明確になっていなかった間接経費の配分

方法、使途を明確化したほか、教員側へ間接経費の一部を

フィードバックすることによって事務側、教員側双方にと

ってメリットのある間接経費のシステムの構築が出来た。

（Ａ） 

市民向けに「財務レポート」を作成し、大学の財務内容を

分かりやすく公表したほか、格付け取得（S&PよりAA-）や

横浜市立大学の地域への経済効果を定量的に把握するため

の調査を実施、公表するなど、経営情報を公開した。（Ａ） 

内部監査機能の充実としては、監事、会計監査人及び内

部監査委員による「監査連絡調整会議」で策定した監査計

画に基づくとともに、相互の監査実施状況を踏まえつつ内

部監査を実施した。なお、19 年度については財務的なテー

マに重点を置いた。また、コンプライアンス推進委員会を

設置・稼働（5 回開催）するとともに、外部講師による法

人内研修を実施する等、体制強化を図った。（Ｂ）一方、大

学(病院)職員としての能力向上を実現する人事考課制度の

検討については、横浜市に準じた運用にとどまり、大学固

有の制度検討にまでは至らなかった。（Ｃ）人事面において

は、平成19年度途中に大学専門職として他大学経験者を新

たなポスト（福浦キャンパス学習教育担当課長、学務課学

務企画係長）に採用し、学務組織の強化を図った。（Ｂ） 

Ｂ 

 Ａ Ｂ    Ｃ Ｄ 計

 5 19 4 0 28 

月次決算処理の早期化、新たな

視点での経営情報公開、法人固有

職員への切替え促進など、運営体

制の改善及び効率化が進んだ。 

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・経営データの情報公開について 

市民向けに「財務レポート」を作

成するなど、新たな視点から大学

の財務内容等の公表が実施でき

た。 

 

 

 

  

 ・人件費管理について 

 市の派遣職員から固有職員への

切り替えの積極的な実施や、契約

職員の導入など、雇用の多様化を

通じて、人件費管理に努めた。 

 

 

 

  

医学研究科博士課程において

「学位論文審査に関する謝礼授

受」の問題が発覚し、事実関係を

調査するとともに、問題解決に向

けた取組みを行うべく、対策委員

会を設置した。今後はより客観的

な学位論文審査が行われるよう

体制を整え、今回のような問題が

二度と起こらないよう、再発防止

策を策定するとともに、コンプラ

イアンス推進体制の更なる改善

に努める。 
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教員評価制度は、評価対象教員の95％もの評価を決定する

ことができ（18年度評価決定者64名に対し、19年度は542

名）、教員に対して評価制度の趣旨を周知し、理解を得るこ

とができたものの、19 年度の評価結果を 20 年度の処遇へ

反映させるには至らなかった。（Ｂ） 

また、11月に教員組合に対し、評価結果の年俸への処遇

反映に関する法人の考え方を提案したが、年度内合意が得

られなかったため、教員説明を実施することができなかっ

た。今後は、引き続き教員組合と協議を進めていく。（Ｃ）

他方、任期制への賛同を得られるよう各種制度を整備した

結果、任期制同意者の割合は、前年度の 78.4%から 81.4%

に上昇した。（Ｂ） 

テニュア教授制度は、「教授」だけではなく他の職位も含

め、優れた教育・研究等の業績をあげた教員に対し、法人

としてテニュア権を与えることができる制度として、再検

討を行っている。（Ｃ） 

職員配置計画の実施、市の派遣職員から固有職員への切り

替えの積極的な実施（固有職員比率は平成19年度の24.7%

に対し、36.1%まで上昇）、契約職員の導入、特に優れた知

識と経験を有すると認められる者や、市大を定年退職した

教授等を対象にした特別契約教員の採用など雇用の多様化

を通じて、人件費管理に努めた。大学専門職については、

給与制度の見直しを行い、９月以降の契約締結者には、よ

り職務職責に応じた新制度を適用した。（Ｂ） 

事務処理の迅速化や効率的組織運営については 18 年度

に導入したグループウェア YCU-net（サイボウズ）で共有

ファイルの管理、掲示板等の各種機能を充実させることで

情報の電子化を推進した。また、所管業務についての委託

化・外部化の検討を進め、インフォメーションや講師控室

の人材派遣での対応を実現した。(B) 

Ｂ 

大学(病院)職員の人事考課制度

の検討については、大学固有の制

度検討にまでは至らなかった。今

後、平成 19 年度に策定した「人

材開発プラン」骨子を大学固有の

事情を踏まえた具体的な制度と

して検討する予定である。（Ｃ） 

また、過年度からの指摘事項で

ある教員評価制度については、19

年度の評価結果を 20 年度の処遇

へ反映させるには至らなかった。

21 年度に 20 年度の評価結果を反

映させることを目指す中で、さら

に評価の公平性・客観性を確保で

きるよう制度の検討を行ってい

く。（Ｃ） 

 19 年度の教員評価の結果につ

いては、20年度の処遇に反映させ

ないこととして運用したため、教

員評価委員会の外部委員の委嘱

は行わなかった。外部委員の必要

性、具体的な人選については、20

年度の検討課題としている。（Ｃ）

 

・教員評価制度の導入について 

評価対象教員の 95％もの評価を

決定することができた（18年度評

価決定者64名に対し、19年度は

542 名）。21 年度より評価結果を

処遇に反映させることを目指す

中で、さらに制度の検討を行って

いく。 

 

・テニュア教授制度について 

任期制に大きく関連した制度と

なるため、「教授」だけではなく

他の職位も含め、慎重に再検討す

ることとした。 
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３．広報の充実に関する目標を達成するための取組 大学広報の実施体制を強化し、効率的かつ効果的な広報

を推進するため、法人全体の前年度広報実態を集計分析し、

19年度広報計画とともにまとめ、学内に対して広報の現状

把握と理解を促した。 

年度計画を順調に実施した。  

【広報活動の推進】  A B C D 計 

 1 2 ０ ０ 3 

 

八景キャンパスエントランスの改修（広報コーナー）で

は、DVD の放映やディスプレイを工夫し、大学祭などのイ

ベントでは大学紹介のパネル展示を行い、大学のイメージ

アップにつなげた。 

また、学生の広報ワークショップを企画ごとのプロジェ

クト制とし、今年度は(1)キャラクター企画検討、(2)タウ

ンマップ発行、(3)ホームページリニューアル(4)金沢高校

と合同の八景駅トンネル壁画、の４プロジェクトの運営に

ついて支援した。 

これらの活動を通じて、学生の視点を市大広報に活かすこ

とができ、特に (2)、(4)の活動は、近隣住民の反響が大き
Ｂ 

く、地域に貢献することができた。

英語版ホームページは教職員からなるプロジェクトチー

ムを編成し、必要なコンテンツの抽出、翻訳の委託先のコ

ンペによる選定など、サイトの土台づくりを効率的に進め

ることができた。 

リニューアルしたホームページでの動画配信では、大学

紹介映像のほか、今年度新たに卒業式の様子を抜粋した映

像配信を開始した。映像ならではの訴求力により、ホーム

ページ展開に厚みを持たせることができた。（Ａ） 
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Ⅵ 自己点検・評価、認証評価及び当該状況に係る 

情報の提供に関する目標を達成するための取組 

１． 評価の充実及び評価結果等の公開に関する目標

を達成するための取組 

【自己点検・評価の改善】 

【評価結果を大学運営の改善に反映する体制の

構築】 

 

全学的組織である大学評価本部を運営する中で、18年度

における業務の実績報告書をとりまとめ、法人評価委員会

からは「全体としては年度計画を概ね順調に実施している」

との評価を受けることができた。 

大学評価本部、経営審議会では18年度の業務実績に関す

る評価結果を周知することで、課題の共有化を図り、改善

に向けた取組について検討を進めたほか、10月には上半期

における年度計画の進捗状況とあわせて、評価委員会によ

る前年度指摘事項への対応状況についても調査し、各所管

課において現状の把握と取組スケジュールの見直しを行っ

た。年度計画の進行管理を含むこれら一連の取組を通じて、

年度計画の円滑な実施を図る仕組みを構築した結果、19年

度末には、遅滞していた計画の大半に改善が見られた。

また、平成21年度の機関別認証評価の受審に向けて、評

価を受ける評価機関を正式に選定し、評価に必要とされる

データの種類や内容を把握した上で、大学総合データベー

スの構築に取り組んだ。データベースの構築に際しては、

評価への対応にとどまらず、教育・研究の進展と安定した

大学経営にも活用すべく、学内情報やデータの効率的かつ

効果的な蓄積・利用法についても検討を行うなど、全学的

な視点に立った取組を進めた。 

 

Ｂ 

年度計画を順調に実施した。 

 

 

 

 

 

A B C D 計 

０ ４ ０ ０ ４ 

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・法人全体で評価を組織的に実施

できる体制の整備について 

認証評価や法人評価等の評価全

般に関する事項を審議し、その円

滑な実施を図るため大学評価本

部を設置・運営したほか、認証評

価の 21 年度受審に備え、評価に

係る業務を所管する評価制度課

の 20 年 4 月設置に向けた準備を

進めた。 

30 



年度計画を順調に実施し

た。 

 Ⅶ その他業務運営に関する重要目標を達成する その他業務運営を円滑に遂行するための取組とし

て、ための取組 学生や教職員の安全管理、及び情報の適正管理に A B C D 計 

重点を置き、労働安全衛生委員会を通じた職場環境の ０ ７ ０   ０ ７
Ｂ  

改善への取組、危機管理計画に沿った防災対策の強化、

学内施設の定期点検、個人情報保護の徹底化を図る取

組等を実施した。

１．安全管理に関する目標を達成するための取組 年度計画を順調に実施し

た。 

 産業医を中心とした職場巡視の実施や、労働安全衛

生委員会を開催し、職場環境の改善、過重労働防止に

努めたほか、管理職向け、新採用職員向けのメンタル

ヘルス研修を実施し、「こころの健康相談室」の周知を

図った。 

 

【学生や教職員の安全の確保】 A B C D 計 

【防災対策の強化】 

ハラスメント防止研修については、学生対象、管理

職対象、教職員対象と対象者を分けて複数回実施した。

また、各拠点のハラスメント窓口委員は、平成 19 年度

に２人増員し、11 人での対応となった。 

学内の施設設備の不具合を未然に防ぎ、安定稼動を

実現するため、年間を通して空調機、エレベータなど、

各種設備の定期点検を実施した。 

防災対策の強化を図るため、危機管理計画に沿って配

備計画及び体制の適宜更新を行い、YCU-net等を用いて

学内周知を行った。 

防災メールの登録者数の増加については、「学生生活の

しおり」や、教職員向けの通知によりPRに努めた結果、

導入当初と比較すると 15.5％増加した（平成 19 年 9月

時点で 246 件）。さらに、安否確認については、安否確

認メールの自動配信といった機能拡充を 20年度から導

入することとした。

Ｂ 

 ０ ６ ０   ０ ６

  

《法人評価委員会の指摘事項》 

・危機管理体制の整備について 

危機管理計画に沿って配備計

画及び体制の適宜更新を行い、

YCU-net 等を用いて学内周知を

行った。防災メールの登録者数

の増加については、「学生生活

のしおり」や、教職員向けの通

知によりＰＲに努めた結果、導

入当初と比較すると 15.5％増

加した（平成 19 年 9 月時点で

246 件）。さらに、安否確認につ

いては、安否確認メールの自動

配信といった機能拡充を 20 年

度から導入することとした。 
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２．情報公開の推進に関する目標を達成するための

取組 

 情報公開の推進に関する取組としては、各所属にお

いて個人情報保護に関する研修と自主点検を実施し

た。また、個人情報の適正な管理と取扱の際に必要と

なる手続きについて理解を深めることを目的として、

外部講師による研修会を実施し、業務遂行上必要とな

る知識を身につけるとともに、個人情報保護に対する

意識の向上を図った。

Ｂ 

 

年度計画を順調に実施し

た。 

  

 

 

A B C D 計 

０ １ ０   ０ １

 

《法人評価委員会の指摘事項》 

・内部統制の仕組づくりについ

て 

個人情報保護に関する自主点

検を実施した。また、外部講師

による研修会を実施し、個人情

報保護に対する意識の向上を

図った。 
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Ⅷ 予算、収支計画及び資金計画 ＊財務諸表及び決算報告書を参照   

  

Ⅸ 短期借入金の限度額 該当なし   

  

Ⅹ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 該当なし   

  

ⅩⅠ 剰余金の使途 該当なし   
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